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　　　行刑施設における処遇類型別指導

１　処遇類型別指導とは

　　行刑施設に収容されている受刑者に対し，罪名又は犯罪に至る原因となっ

　た性行その他の円滑な社会復帰の障害となり得る要因に着目し，その社会適

　応上の問題点を改善することを目的として，同じ類型に属する者を小集団と

　して編成し，効果的な指導を展開しようとするもの。

　　

２　指導の概要（平成１４年度実績）

（１） 指導類型

覚せい剤乱用防止教育，酒害教育，暴力団離脱指導，交通事犯防止指導，

その他（窃盗防止，性犯罪防止等）

（２）実施状況（平成１５年４月１日現在）　　　　　　全行刑施設７４庁

類　　　型 実施 比率 導入検討

　1 覚せい剤乱用防止教育 ７２庁 ９７％

　2 酒害教育 ４５庁 ６１％ ４

　3
被害者問題，しょく罪指導，生命

尊重教育
３４庁 ４６％ ４

　4 暴力団離脱指導 ３３庁 ４５％ １

　5 交通事犯防止，交通安全教育 １７庁 ２３％

　6 累犯窃盗防止教育 １１庁 １５％ ２

　7 高齢受刑者指導 １１庁 １５％ ２

 その他 …… 性犯罪防止教育，ギャンブル防止教育，若年者教育等

（３）指導要領

　　　施設ごとに作成した指導要領に基づき指導を実施している。

（４） 指導回数

　　　１週間から２週間に１回実施している施設が多い。

（５） 指導期間

指導期間は，３～６月に設定している施設が多い。

（６） 指導時間

１回当たりおおむね６０分

（７）受講人員

１回当たりの受講者数は，数名から十数名と，施設によって異なる。

　　　暴力団離脱指導については，個別指導を基本としている。

（８） 指導担当者

　　　教育担当者を中心とする施設の職員
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　　　また，篤志面接委員，教誨師，医師や警察関係者等の部外講師の協力も

　　得ている。

　　　部外の人を講師として招へいしている施設：７４庁中６６庁

　　　上記６６庁のうち民間の自助団体を講師として招へいしている施設

　　　　ダルク：３庁

　　　　断酒会：１５庁

（９） 指導方法

　　　主として活用されている指導方法は，講義，ＶＴＲ視聴，集団討議，課

　　題作文の作成，次いで，個別面接，意見発表，体験発表の順となっている。

　　　役割交換書簡法やカウンセリング，グループワークを取り入れる施設も

　　増加してきている。

３　主な類型の指導内容等

（１） 覚せい剤乱用防止教育（実施施設７２庁）

　　ア　主な指導事項

・ 薬害について認識させる。

・ 覚せい剤の使用に至った原因について考えさせる。

・ 家族に与えた影響，家族との関係を振り返らせる。

・ 覚せい剤を断つための具体的な方法を考えさせる。

　　イ　指導状況

・ 所要時間：おおむね６０分

・ 指導期間：３～６月

・ 指導回数：月１回～２回程度

・ 年間サイクル：２～４回程度

・ １回の受講者数：１０～１５名程度

　　ウ　指導者

・ 教育，医務，分類

・ 外部講師を招へいしている施設：７２庁中４６庁６３％（医師，県覚

せい剤乱用防止推進委員，篤志面接委員，ダルクほか）

　　　※民間の自助グループの協力を得ている施設

　　　　　　☆講師として招へい（３庁）

　　　　　　　横浜刑：日本ダルク，横浜ダルク

　　　　　　　北九州医刑：北九州ダルク

　　　　　　　福岡刑：九州ダルク

☆ 職員が研修会等に参加（１庁）

三重刑：三重ダルク

（２） 性問題に関する指導

　　　実施施設５庁（八王子医刑，川越少刑，東京拘，奈良少刑，松山刑：異

　　性問題指導，性犯罪防止教育等）

　　　他に「被害者の視点を取り入れた指導」の中で性犯罪者に対する指導も
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　　実施している施設４庁（釧路刑，山形刑，三重刑，滋賀刑）

　　ア　主な指導事項

　　　・性，生命の尊厳について考えさせる。

・ 性犯罪被害者の心情等について考えさせる。

・ 犯罪に至った原因を考えさせる。

・ 自己の問題行動に対する認識を強化させる。

・ 再犯をしないための決意を固めさせる。

　　イ　指導状況

・ 所要時間：おおむね６０分

・ 指導期間：２～３月

・ 指導回数：週１回～２週間に１回

・ 年間サイクル：３～５回程度

・ １回の受講者数：５名程度

　　ウ　指導者

・ 教育担当職員（一部施設では分類，医務の職員も指導にかかわってい

る。）


